
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郵政民営化は抜本的見直しが不可欠 
 

～郵政民営化基本方針の評価と課題～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 年 9 月 9 日 

 
 
 

株式会社 日本総合研究所 

調査部 経済・社会政策研究センター 

http://www.jri.co.jp 

JRI news release    



―1― 

 
【 提 言 】 

 
（イ）経済財政諮問会議での議論を踏まえ、郵政民営化の『基本方針』の閣議決定が視野

に。郵政民営化に対する反対論は依然強力で、当面は郵政事業の一体運営を維持すべし

との意見が根強いなか、当初から郵政事業を 4 分割、すなわち、2007 年 4 月から、窓

口ネットワーク・郵便・郵便貯金・郵便保険の 4 事業体への分社化の方針が小泉首相の

指示のもと、諮問会議において決定される見込み。以下では、郵政民営化『基本方針』

（現時点での各種報道等に基づく）の評価と今後の課題について提言する。 
 
（ロ）郵政民営化に関する『基本方針』の策定は、わが国の金融・行財政・社会システム

を大きく変革する「明治以来の大改革」を進めるうえで大きな一歩であり、「官から民

へ」「貯蓄から投資へ」という小泉構造改革を実現するうえでも、極めて重要な意義を

有する。郵政改革の目的は、国民の利便性向上にとどまらない。その眼目は、わが国金

融・経済・産業が 21 世紀において一段と活力を高め、持続的な成長・発展をするため

に、市場メカニズムの確立によって各事業の競争力の強化を図り、諸外国を凌駕する

1,400 兆円という個人金融資産の有効活用を図ること、すなわち、利用頻度の低い道路

や保養施設の建設や維持・補修から、新事業創出など、わが国経済・産業が発展し、新

たな雇用が生まれる分野に資金供給ルートを転換することにある。こうした観点に即し

てみると、とりわけ、重要な問題は次の 3 点。 
 
（ハ）第 1 は規模の大きさ。4 事業とも民間企業に比べて際立って大きい結果、たとえ、政

府保証が完全に撤廃されても、暗黙の政府保証が残存する懸念大。仮に政府サイドでは

政府保証の完全廃止が想定され、政府出資が無くなったとしても、経営危機など、万が

一の場合には、一国経済全体に対する打撃の大きさから救済せざるを得ない、いわゆる

“too Big to Fail”の事態が予想。加えて、そうした見方が国民の一部にせよ保有され

ることで、事実上、競合する民間企業との間に信用力格差が発生。そもそも、万が一の

場合でなく平常時でも、国民の暗黙の政府保証に対する期待が残存すること、さらに、

これまで公的企業として蓄積してきた設備や情報、人的ネットワークなどが、民間企業

を上回る競争優位の立場を提供。民間企業とのイコール・フッティングを実現するには、

規模の大幅縮小が大前提。しかし、その点についての明確な規定は不在。加えて、この

ところ、宅急便事業の積極展開あるいは新たな生保商品の販売など、新規の業務進出へ

の取り組み始動に加え、準備期間での投資信託の販売や移行期間中における段階的融資

業務への進出が容認される模様であるなど、民間企業とのアン・イコール・フッティン

グが拡大し、市場競争の歪みが一段と増幅される懸念が増大。 
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（ニ）第 2 は事業間のリスク遮断の不十分さ。『基本方針』では、郵政事業が 2007 年 4 月

から窓口ネットワーク・郵便・郵便貯金・郵便保険の 4 事業に分割され、別々の株式会

社が設立されるものの、4 事業を統括する持ち株会社（当初 100％、2016 年度末時点で

も 3 分の 1 以上の株式を国が保有）が設立。これでは、一体運営が行われている現在の

公社形態との差異は実質的にほとんどない。他方、郵便貯金・郵便保険会社に関しては、

移行期間に株式を売却し「民有・民営」を実現することが盛り込まれる見込みだが、「民

有・民営」の定義が曖昧なため、移行期間の最終期限である 2016 年度末までに郵便貯

金・郵便保険会社の株式をすべて民間所有にするという完全民営化への道が確保された

かどうかは不透明。そもそも、事業リスクの遮断とは、①単に金融システムの健全性を

確保するために、他の事業から金融事業に対するマイナス・インパクトの波及を阻止す

るだけでなく、②資源配分の歪み問題の回避も重要な目的。すなわち、各事業間で収益

性や成長性が異なるため、収益性や成長性が高い分野からみると、低い事業分野のため

に事業展開が制約。一方、収益性や成長性が低い分野からみると、高い分野での信用力

を援用して有利な条件での事業展開が可能で、競合事業者との競争条件の同一化、すな

わち、イコール・フッティングが確保されず、市場原理が不徹底な結果、一国経済全体

では過剰投資や過少投資、過剰雇用や過少雇用を招来。こうした事業形態の問題に加え、

政府保証の付いた債務と民営化後の政府保証が付かない債務の、いわゆる、新旧勘定の

分離について、郵便貯金・郵便保険会社が実質的に管理・運営に当たり、一体運営を通

じた過度の収益・損失の付け替えが行われる懸念がある結果、市場の歪みを拡大しかね

ないという問題も看過し得ず。 
 
（ホ）第 3 はユニバーサル・サービスの重視。現下の郵政改革論議では、ドイツ・ポスト

は、民営化によって競争力の強化に力点が置かれるなか、ユニバーサル・サービスの維

持に失敗し、政府の規制を余儀なくされたとの位置付け。これは、郵便局が 90 年末時

点の 2 万 9,285 局から民営化に伴う整理・統合によって次第に減少し、97 年には１万

5,331 局と 90 年末対比ほぼ半減するなか、98 年にドイツ連邦政府が公布したユニバー

サル・サービス令によって、ドイツ・ポストは、①全郵便局数の下限として 12,000 局、

②人口 4,000 人超の自治体には例外なく郵便局を１カ所以上設置、③市街地の郵便局相

互間の距離を最大 2km 以内など、一定のサービス提供に向けた規制を受けるに至った

との経緯に基づく。しかし、近年の動きはそうした見方と齟齬。すなわち、ドイツ・ポ

ストは、2003 年に入り、自発的取り組みによって郵便局数を増加。これは、EU の郵便

事業自由化に歩調を合わせたドイツ連邦政府の郵便市場自由化に向けた 2002 年の制度

改正によって、2003 年以降、ドイツ国内でも郵便事業の自由化テンポが加速した結果

である一方、そうした情勢下、ドイツ・ポストがユニバーサル・サービスを企業競争力

の源泉と認識し、国内営業基盤の強化に着手した帰結。こうした動きを踏まえてみると、
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ユニバーサル・サービスを過度に重視して「官から民へ」の動きを抑制するよりも、む

しろ、競争原理を積極的に活用・導入することによって、資源配分の効率化を図ると同

時に、サービスの拡充を指向すべき。 
 
（ヘ）このようにみると、今後の与党との調整論議や法案化、さらに実際の改革遂行プロ

セスでは、改革推進・反対派の間で同床異夢ともなりかねない『基本方針』について、

その曖昧さや裁量の余地をいかに排除していくかが所期の改革目的達成の成否を握る。

そのためには、以下の 3 点の実現がきわめて重要な課題。 
 
（ⅰ）まず暗黙の政府保証を廃止、民間との完全なイコール・フッティングを実現する大

前提として、郵便貯金・郵便保険会社の事業規模の縮小と準備・移行期間中の新たな事

業拡大の制限は不可欠。国民の利便性向上という美名のもとに、規模の再拡大や先行的

な業務範囲の拡大が行われれば、最終的には、わが国金融システムの弱体化を招来し、

真の国民利益の増大には繋がらないことに留意。 
 
（ⅱ）事業リスクについては、持ち株会社形態が維持される限り、完全な遮断は困難。こ

の点に立脚すれば、持ち株会社形態から、4 事業が完全に分離された株式会社形態への

転換が不可欠であり、遅くとも移行期間の最終期限である 2016 年度末までには持ち株

会社の廃止と少なくとも郵便貯金・郵便保険会社の全株式の民間放出が必要。 
 
（ⅲ）ユニバーサル・サービスについては、資源配分の歪み是正という郵政改革の眼目か

らみても、ドイツ・ポストの成功例を直視し、明確な時限を設けたうえで、政府の関与

を排除し、市場原理を通じたサービスの維持・拡充を目指すべき。 
 
 
 
 
 
 
 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
※ 本提言は、５項以下のペーパーをもとに作成しております。※ 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
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（会社概要） 
 株式会社 日本総合研究所は、情報システム・コンサルティング・シンクタンクの３機能 
により顧客価値創造を目指す知識エンジニアリング企業です。システムの企画・構築、ア 
ウトソーシングサービスの提供に加え、内外経済の調査分析・政策提言等の発信、経営戦 
略・行政改革等のコンサルティング活動、新たな事業の創出を行うインキュベーション活 
動など、多岐にわたる企業活動を展開しております。 
名 称：株式会社 日本総合研究所（http//www.jri.co.jp） 
創 立：1969 年 2 月 20 日 
資本金：100 億円 
従業員：3,137 名 
社 長：奥山 俊一 
理事長：門脇 英晴 

 
本件に関するご照会は、調査部長湯元、あるいは経済・社会政策研究センター所長藤井宛

てにお願い致します。 
電話番号（直通）：03-3288-4737（湯元）、03-3288-4615（藤井） 
メールアドレス： yumoto.kenji@jri.co.jp（湯元）、fujii.hidehiko@jri.co.jp（藤井） 
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郵政民営化は抜本的見直しが不可欠 
～焦点はユニバーサル・サービスの見直し～ 

 
経済・社会政策研究センター 

藤井 英彦 
【 構 成 】 

 
１．進展する郵政改革論議 
２．焦点はユニバーサル・サービス 

（１）郵便事業 
（２）郵貯・簡保事業 
（３）ユニバーサル・サービス理論 

３．今後の課題 
 

 
【 要 旨 】 

 
（イ）わが国郵政改革が進行。2004 年 9 月の基本方針をベースに、今後 2007 年度に民営

化の予定。郵政改革は、構造改革を進め、経済・産業の成長力・競争力の強化が目的。

そうした観点からみると、競争原理では不採算エリアのサービス提供が困難になるた

め、コスト補填のスキームが不可欠とのユニバーサル・サービス論議に問題。 
 
（ロ）しかし、ドイツ・ポストでは 2003 年に郵便局数が増加。同社は、民営化によって郵

便局数が減少し、政府の規制によって漸くユニバーサル・サービスの維持が可能にな

ったとの指摘があるものの、このところの郵便局数増加は同社の自発的取り組みであ

り、競争環境の整備が原動力。これは、EU の郵便事業自由化に歩調を合わせた 2002
年の制度改正によって、2003 年以降、ドイツ国内でも郵便事業の自由化テンポが加

速した結果であり、ユニバーサル・サービスは企業競争力の源泉との認識に起因。 
 
（ハ）一方、郵貯・簡保事業ではどうか。諸外国に郵便関連事業の公的貯蓄機関は不在な

がら、ドイツには公的銀行制度が存在。地域密着型金融機関で、政府が出資している

うえ、政府保証による信頼性の高さを武器に民間銀行を上回る有利な条件で事業展

開。さらにその規模は郵貯・簡保に比肩。しかし、市場競争による資源配分の歪み是

正を重視する EU 委員会のもと、ドイツ公的銀行制度は競争原理に基づく改革断行。

なお、ポストバンクの預貯金シェアは僅少であり、わが国郵貯との対比は困難。 
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（ニ）元来、ユニバーサル・サービスとは、自然独占など市場の失敗を回避するために参

入規制が設けられ、その結果生じるサービス低下や割高な料金設定など、独占事業者

の不適切な行動を阻止するための措置。しかし、技術革新やインフラ整備などに伴っ

て市場環境が変化した結果、今日、多くの分野で、自然独占性が薄れ市場自由化や民

営化が進行する一方、ユニバーサル・サービスの義務性が次第に後退。 
 
（ホ）以上を踏まえると、今後の郵政改革議論のポイントは次の 3 点。 
 
（ⅰ）郵政改革の目的を改めて整理したうえで、国民に対して、民営化によって初めて構

造改革が推進され、わが国経済・産業の成長力や競争力の強化が実現されるという郵

政改革の必要性と意義を明確に示すこと。 
 
（ⅱ）郵政改革の具体像を明示すること。市場原理をフルに活用し、1,400 兆円に上る個人

金融資産を最大限活用するには、①事業分離で事業リスクを遮断し内部補助を阻止、

②新旧勘定を完全分離、③規模縮小で暗黙の政府保証を排除、④民間企業と完全なイ

コール・フッティング、⑤独占禁止法を厳格に運用、の 5 点が不可欠。 
 
（ⅲ）現在の日本郵政公社と改革後の最終形とを結ぶタイムテーブルの明示。これによっ

て目標と現実論との融合を図る必要。 
 
（ヘ）郵政改革は、わが国経済が 21 世紀の厳しい国際競争を生き抜くために不可欠の構造

改革。今回の郵政改革はわが国経済にとって 21 世紀の飛躍に向けた大いなるチャン

スであると同時に、この機会を逸すれば、再び深刻な長期停滞に至るリスク。小泉内

閣の強力なリーダーシップ発揮が切望される。 
 

 
【 本 文 】 

 
１．進展する郵政改革論議 
（イ）郵政改革が進行している。2004 年 9 月に経済財政諮問会議が策定した基本方針をベ

ースに、今後、一段の検討を踏まえて 2005 年の通常国会に関連法案が提出され、2007 年 4
月には新たに日本郵政会社（仮称）が発足する予定である。 
もっとも、郵政改革では、日本郵政公社の民営化が注目されやすいものの、民営化自体は

改革の目的ではない。民営化によって構造改革を進め、わが国経済・産業の成長力や競争

力を一層強化していくことが目的である。 
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（ロ）そうした観点から、まず郵便事業についてみると、内外を問わず、物流企業の台頭

が著しく、市場競争のさらなる激化が見込まれるなか、高付加価値サービスによって消費

者の支持を確保し、積極的な事業展開が図れるかどうかが焦点である。それによって、郵

政公社が誇る充実したネットワークの有効活用が促進され、政府の一機関として蓄積・整

備されてきた、いわば国民的資産の遊休化、いわゆる埋没費用化も回避されよう。 
 

（ハ）一方、郵貯や簡保事業についてみると、2003 年度末時点で 220 兆円の郵便貯金と 120
兆円の保険契約準備金、合計 340 兆円に上る個人金融資産の有効活用の成否が最大の鍵と

なる。中国や東欧各国などの旧社会主義諸国が、90 年代半ば以降、隔絶した価格競争力を

武器に急速かつ飛躍的な経済発展を遂げ、さらに近年では、技術力や研究開発力の強化を

梃子に先端分野への進出にも次第に成功する一方、先進各国では、高付加価値分野での競

争力確保・強化に向けた取り組みが一層強まるなか、資源小国のわが国が、そうした厳し

い国際競争を勝ち抜き、引き続き旺盛な経済活力を維持することが出来るか否かは、他国

を大きく凌駕する 1,400 兆円に上る個人金融資産の有効活用の成否が重要なポイントのひ

とつになっているためである。 
これは、かつて財政投融資制度の下に散見された非効率な投資、例えば、郵貯を通じて集

められた資金が使用頻度の低い道路や保養施設の建設や維持・補修に費消される資金ルー

トをいかに遮断し、代わって、高成長事業やリーディング産業に対する円滑な資金供給、

さらに新規事業・産業の勃興を促すリスク・マネーの供給をどれだけ実現・達成出来るか

によって、中長期的なわが国の成長力の帰趨が決定されるという事情に基づく。加えて、

多様な新製品・サービスの登場、あるいは、ナノテクや燃料電池などに象徴される不連続

な技術革新の結果、将来の不確実性が一段と増大している点を踏まえてみると、わが国経

済・産業が成長分野の確保に成功するためには、ターゲットとなる市場を予め特定するの

ではなく、幅広い分野で様々な取り組みが行われる投資スタイルが最適であり、そのため

には、政府の関与を排除し、市場原理が貫徹した資金ルートを整備・確立する以外に有効

な方策はない。 
 

２．焦点はユニバーサル・サービス 
（イ）こうした観点からみると、現時点での改革論議、とりわけ、ユニバーサル・サービ

スをめぐる議論には問題がある。すなわち、競争原理に委ねると、都市部など、採算に乗

る地域にだけ参入する動き、いわゆるクリーム・スキミングを排除出来ず、不採算エリア

でのサービス提供が困難になるため、ユニバーサル･サービスを維持・確保するには、法律

上にせよ運用上にせよ、郵便事業と郵貯・簡保事業、さらに他の事業の兼営によって資金

や利益を融通し合うなどの内部補助を行ったり、顧客情報を転用して幅広い事業展開の有

利性、いわゆる範囲の経済を活かす、あるいは、参入規制のもと信書分野など一定分野で
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の市場独占を認めたり、財政支援を行うなど、不採算部分のユニバーサル・サービスにつ

いて、そのコストが補填される仕掛けが不可欠であるという議論である。 
 

（ロ）仮に、こうした論理をベースに民営化後の新制度の設計が行われると、市場競争原

理は徹底されず、その結果、構造改革の目標達成が困難化する懸念が大きい。一方、2005
年通常国会への民営化関連法案の提出を目指して、郵政事業の枠組みに関する検討が年内

にも結論を得るという今後のタイム・スケジュールに照らすと、ユニバーサル・サービス

の再検討は喫緊の課題といえよう。 
 

（１）郵便事業 
（イ）それでは、ユニバーサル・サービスをどのように位置付けるべきか。こうした観点

から、まず郵便事業についてドイツ・ポストの例をみる。なお、同社に着目した理由は、

先進主要各国のなかで、近年、ドイツの郵便事業改革がもっとも積極的に行われてきたな

か、同社が民営化に成功し、このところ一段と業容を拡大し業績を向上させているためで

ある。 
そこで、ユニバーサル・サービスの観点からみると、ドイツ・ポストは、民営化によって

競争力の強化に力点が置かれるなか、ユニバーサル・サービスの維持に失敗し、政府の規

制を余儀なくされたと指摘されることが多い。これは、ドイツ・ポストの郵便局数が、両

独統合によって東西のポストが一体となった 90 年末時点には 2 万 9,285 局あったのに対し

て、その後の整理・統合によって一貫して減少し、97 年には１万 5,331 局と 90 年末対比ほ

ぼ半減するなか、郵便局の減少にさらなる歯止めをかけ、全ドイツを通じて一定水準の郵

便サービスを維持・確保するために、98 年、連邦政府が、ユニバーサル・サービス令（der 
Post-Universaldienstleistungsverordnung：PUDLV）を公布したという経緯に基づく。 
その結果、ドイツ・ポストは、①郵便局数の下限として、全体で 12,000 局、そのうち直

営郵便局は 5,000 局とされたうえ、②人口 4,000 人超の自治体には例外なく郵便局を１カ

所以上設置する一方、③市街地の郵便局相互間の距離を最大 2km 以内とする、などの規制

を受けることとなった。わが国では、こうしたドイツ・ポストの経験を踏まえ、民営化に

よって競争原理に委ねるだけでは、ユニバーサル・サービスの維持が困難になる懸念が大

きく、本サービスを確保するには、法律上、明文を以って規定したり、規制を設けるなど、

政府の関与を前提とした枠組みが不可欠との認識が根強い。 
 

（ロ）しかし、近年の同社の動きをみる限り、そうした認識は必ずしも正しくない。まず、

2003 年に入って、郵便局数が増加したことである。すなわち、ドイツ・ポストの郵便局数

は、98 年にユニバーサル・サービス令が公布された後も減少を続け、2002 年末には全体で

１万 2,683 局、直営郵便局で 5,030 局と、同令の下限に近づいたものの、2003 年末には、

一転して１万 3,514 局と前年比 831 局増加した。なお、郵便局をドイツ・ポスト職員が運



―9― 

営する直営郵便局と、ガソリンスタンドやコンビニエンスストアなど、社外に委託する委

託郵便局の 2 つに分けてみると、いずれも増加しており、直営郵便局が 5,513 局と前年比

483 局増加する一方、委託郵便局も 8,001 局と前年比 348 局増加している。 
2003 年の郵便局数の増加に対しては、ドイツ・ポストが自発的あるいは積極的に行った

ものではなく、2002 年 2 月施行の新郵便法に基づいてユニバーサル・サービス令が改正さ

れ、郵便局の設置規制が厳しくなった結果との指摘もあろう。2002 年の新ユニバーサル・

サービス令では、郵便局を少なくとも１カ所設置しなくてはならない地方自治体の人口基

準が、従来の 4,000 人超から 2,000 人超に半減されたうえ、人口の多寡によらず、80k ㎡ に
１カ所以上郵便局を設置することが新たに義務付けられたためである。 
もっとも、ドイツ・ポストによると、2002 年の制度改正に伴って必要となる新設局数は、

人口基準見直しで 203 局、80 k ㎡規制で 125 局、合計 328 局で、必ずしも多くない。加え

て、新設が必要な 328 局のうち大半が 2002 年中に設置されている。すなわち、人口基準見

直しで目標とされた 203 局のうち 158 局、80 k ㎡規制では目標の 125 局のうち 85 局、合

計すると新設が必要な 328 局のほぼ 4 分の 3 に相当する 243 局が設置された。なお、設置

基準の強化によって郵便局の新設が行われる一方、効率性向上に向けた見直しによって既

存郵便局の統廃合が進められた結果、2002 年末の郵便局数は、全体で前年比 171 局、直営

郵便局で前年比 175 局、それぞれ減少している。 
こうした事情を加味してみると、2003 年の郵便局数の増加は、郵便局の設置基準の厳格

化など、政府による規制強化の結果ではなく、むしろ、ドイツ・ポストの経営判断に基づ

く積極的な事業展開の帰結と位置付けられよう。 
 

（ハ）それでは、このところのネットワーク増強に向けたドイツ・ポストの取り組みは何

によるものか。そうした観点から改めてドイツ・ポストの事業環境をみると、とりわけ競

争環境の整備、すなわち、EU の郵便事業自由化に歩調を合わせた 2002 年の制度改正によ

って、2003 年以降、ドイツ国内でも郵便事業の自由化テンポが加速されたことが指摘され

よう。 
郵便事業に対する参入規制は 2007 年末で打ち切られ、2008 年初以降、完全自由化され

るというスケジュールに変更はないものの、2002 年の郵便法改正によって参入規制が一段

と緩和され、民間事業者の参入範囲が、従来の 200g 以上または最軽量の書状料金の 5 倍超

という基準から、2003 年初から 2005 年末までの 3 年間は 100g 超または最軽量の書状料金

の 3 倍以上に、さらに 2006 年初から 2007 年末までの 2 年間は 50g 超または最軽量の書状

料金の 2.5 倍以上に拡大されたことである。ちなみに、郵便事業の所管官庁であるドイツ郵

便電気通信規制庁（Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post：Reg TP）
によると、郵便事業のなかで規制緩和によって自由化された市場が全郵便市場に占めるシ

ェアは、2002 年末までの 23%から、2003～2005 年に 32%に上昇した後、2006～2007 年

には 41%に達する見込みである。 
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（ニ）もっとも、郵便局数が増加しても、それだけでは不十分である。都市圏に集中して

郵便局が新設されるなど、地域偏在型の展開であれば、ユニバーサル・サービスの向上に

は結び付かないためである。しかし、このところのドイツ・ポストの郵便局数の増加は全

国的な取り組みであり、地方圏でもネットワークの増強が図られている模様である。これ

には、地方圏での競争激化という事情が指摘されよう。すなわち、ドイツ郵便電気通信規

制庁によると、規制緩和によって民間事業者の市場参入が進むなか、その形態は全国規模

ではなく地域別参入にとどまるものの、対象エリアは都市圏よりも地方圏、とりわけ相対

的に経済力に劣る地方圏が中心とされる。 
そこで、州別に 2003 年末時点での人口 100 万人当たりの新規参入業者数を対比してみる

と、全国平均が 18.1 社であるなか、旧西ドイツ各州はいずれも 10 社前後にとどまってい

るのに対して、旧東ドイツ各州では総じて 30 社前後に達する。さらに、この州別新規参入

状況に失業率の州別格差を重ね合わせてみると、旧西ドイツ各州が 10%前後であるのに対

して、旧東ドイツ各州はいずれも 20%前後に上っており、郵便事業での新規参入の動きは、

経済力が強い州ほど弱く、逆に経済力が弱い州ほど強いという逆相関の関係が看取される。

こうした競争要因を梃子にしたドイツ地方圏でのネットワーク拡充の動きに即してみると、

わが国の郵政民営化議論で指摘されている懸念、すなわち、競争原理が導入されると、採

算性の高い都市部では営業基盤の拡充など、サービスが強化されるとしても、採算性が相

対的に低い地方圏では郵便局の統廃合などが行われる結果、サービスの低下は不可避とい

う見方は必ずしも正しくない。 
 

（ホ）以上を総括してみると、少なくとも近年のドイツ・ポストのユニバーサル・サービ

ス強化の取り組みに即してみる限り、政府の厳格な規制は必ずしも有効ではなく、むしろ、

市場競争メカニズムがその原動力となったという評価が可能である。この背景には、今後、

一段の激化が見込まれる国内外の競争に打ち勝っていくためには、内外の競合事業者を凌

駕する充実したサービスを提供出来る営業基盤の構築が大前提であり、そのために、まず

ドイツ国内のネットワークの増強が最優先課題として取り組まれるに至ったという事情が

指摘されよう。すなわち、競争条件が確保された市場、とりわけネットワーク市場におい

て、事業者にとってユニバーサル・サービスは、コストを増やし円滑な事業展開を阻害す

る障害・義務ではなく、消費者など、エンド・ユーザーから支持を取り付ける切り札であ

り、事業発展の礎と位置付けることが出来る。加えて、2002 年の郵便局の統廃合にみられ

る通り、競争原理が確立された市場では、顧客サービスの向上に向けた様々な取り組みが

積極的に推進されると同時に、重複投資の回避や生産性の向上など、効率的な経営が要請

される結果、個別企業サイドでは業績の向上や収益力の拡大が加速される一方、一国経済

全体としてみると、ヒト・モノ・カネなど、経済資源配分の歪みが是正されて経済・産業

の成長力が増大し、新たな雇用創出が促進される。 
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（２）郵貯・簡保事業 
（イ）次に郵貯・簡保事業では、ユニバーサル・サービスをどのように位置付けるべきで

あろうか。もっとも、先進各国を見回しても、わが国の郵貯・簡保に相当する公的貯蓄機

関は存在しない。確かにドイツではドイツ・ポストがポストバンクを傘下に持っているし、

フランスでは郵便局（ラ・ポスト）が貯金事業を併営しているものの、いずれも、わが国

の郵貯・簡保事業に比べて規模が隔絶して小さいため、同列に論じることは困難であり、

少なくともわが国郵政改革遂行に当たって示唆を得るという観点からみる限り、参照する

には無理がある。 
 

（ロ）そこで、観察範囲を拡げてみると、生命保険事業を公的機関が行っている国はない

ものの、金融事業であれば、ドイツに存在する。すなわち、州立銀行と貯蓄銀行から構成

される公的銀行制度である。これは、①いずれも地域密着型金融機関で、②一般に州立銀

行には各州政府が出資する一方、貯蓄銀行は市町村が出資しているうえ、③政府保証によ

る信頼性の高さを武器に民間銀行を上回る有利な条件で資金の調達や運用を行ってきた、

という特徴がある。 
さらにその規模をみると、わが国郵貯・簡保事業にほぼ比肩している。すなわち、個人金

融資産に占める各機関の預貯金のシェアをみると、最新データの 2002 年末時点で、州立銀

行が 7.9%、貯蓄銀行が 16.7%、合計 24.6%を占めるのに対して、わが国では 2003 年度末

時点で郵貯が 16.4%を占め、さらに簡保の保険契約準備金の 8.5%を上乗せすると、合計

24.9%となるため、ドイツ公的銀行の預貯金シェアとほぼ同水準である。ちなみに、ドイツ

のポストバンクの預貯金が個人金融資産に占めるシェアは 1.6%にとどまる。 
加えて、近年、ドイツの公的銀行では制度改革が推進されるなか、改革に対して、地域に

根差した金融サービスが低下・喪失するのではないかとの懸念が指摘され、反対論が展開

された。こうした諸点、とりわけ、政府保証が付与され、そうした特典を武器に有利な業

務展開が行われた点を踏まえてみると、わが国の郵政改革の議論を深めるうえで、ドイツ

の公的金融制度改革は格好のケース・スタディーといえよう。そこで、本制度改革の経緯

と概要を整理すると、次の通りである。 
 

（ハ）まず経緯についてみると、かねてよりドイツ内外から公的銀行制度の問題点が指摘

されてきたなか、90 年代に入り、欧州市場統合の動きが本格化するのに従い、99 年には欧

州銀行協会が提訴するなど、対立が先鋭化した。そうした情勢下、2001 年 5 月、EU 委員

会は、ドイツ政府に正式に書簡を送り、公的銀行は、政府が特定産業を援助し公正な競争

を阻害する制度である旨、EU 条約に則って勧告し、関係者間での協議を経て、同年 7 月

18 日、EU 委員会とドイツ政府は公的銀行制度改正に関し合意に達した。 
一方、合意の概要を整理すると、①まず、公的銀行に対する政府保証は、4 年間の移行期
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間を経て、2005 年 7 月 18 日に打ち切れられる。②しかし、既存債務については当該債務

の償還時まで、移行期間中、すなわち、2001 年 7 月 19 日から 2005 年 7 月 18 日までの債

務については 2015 年末まで、政府保証が維持される。③さらに、州や市町村など、公的セ

クターによる銀行保有形態については、有限責任性が明確に打ち出されたうえで維持され

る、の 3 点が指摘出来る。 
 

（ニ）このように EU 委員会の勧告からきわめて短期間のうちに、連邦政府、さらに地域

の公的サービスの提供主体として、また公的銀行の出資者として議論に参加したという意

味では州政府も含め、ドイツ政府が公的銀行改革に合意した背景には、単に長年にわたる

ドイツ内外からの厳しい批判、あるいは移行期間中の債務への政府保証の延長や政府出資

の継続が認められたことだけでなく、ドイツ経済の再活性化、さらに成長力の強化を実現

するためには、公的銀行制度の改革と競争原理の導入が不可欠という認識が浸透・定着し

ていたという事情が指摘されよう。すなわち、従来、公的銀行が高い信用力を武器に資金

を調達し、主として地元の住宅建設事業や地場企業への融資業務を行ってきたことは、地

域経済の底上げや社会・生活環境の維持・改善に役立ってきたものの、他方、相対的に信

用力に劣る民間銀行や未成熟の資本市場などを通じた、いわば市場原理に基づく資金ルー

トの発展・充実を阻害し、成長産業や有望事業への円滑な資金供給に掣肘を加えており、

それがドイツ経済の活力低下の一因となってきたという見方である。 
そこで、ドイツの個人金融資産に占める預貯金のシェアをみると、2002 年末時点で、州

法銀行および貯蓄銀行は合計で 24.6%に上るのに対して、民間銀行は 17.4%で公的銀行の 7
割に過ぎないうえ、株式のシェアは 5.2%にとどまる。このようにみると、金融資産のフル

活用を改革の主眼と位置付ける限り、少なくとも金融事業分野では、ユニバーサル・サー

ビスを過度に重視するよりも、市場原理の確立が優先される必要がある。 
 

（ホ）なお、わが国郵政改革の議論に即してみると、ドイツでは、公的銀行に対する政府

保証は移行期間を設けたうえで廃止されるものの、①州政府や市町村など、出資関係は改

革の対象とされなかったうえ、②公的銀行は新商品開発についても、従来同様、制約を受

けず、③さらに、政府保証の付いた債務と付かない債務について、その運営および収益を

別建てにして管理する、いわゆる新旧勘定の分離も行われない。この点から推せば、わが

国の郵政改革でも、①民営化後も政府の出資関係を維持しつつ、②新商品の開発あるいは

融資業務など、新規事業に着手したり、③新旧勘定を厳格に分離した管理は行わず、民営

化された郵政会社が旧勘定を新勘定と一体として運用したり、旧勘定からの収益を活用す

ることも、特段の問題はないという見方も有り得よう。 
しかし、こうした点について、ドイツの公的銀行とわが国の郵貯・簡保事業とを同列に論

じることは出来ない。両者を比較すれば、事業規模がまったく異なっているためである。

すなわち、わが国の郵貯および簡保は、民間の銀行や生命保険会社をはるかに凌駕する巨
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大な存在であるのに対して、ドイツの公的銀行は地域密着型の金融機関であり、数が多く、

総じて小規模である。1 行当たりの資産規模を民間銀行と対比してみると、2004 年 6 月末

時点で、4 大銀行が 2,632 億ユーロ、民間銀行全体で 72 億ユーロであるのに対して、州立

銀行は 13 行で平均 1,073 億ユーロであり、さらに貯蓄銀行は 486 行で平均 20 億ユーロに

過ぎない。 
このようにドイツの公的銀行の場合、数が多く、銀行一つひとつの規模が小さいため、仮

に政府出資が残っていても、政府保証を明確に遮断することで公的企業としての特典が打

ち消されて、民間企業と同一の競争条件、すなわち、イコール・フッティングが実現され、

その結果、市場原理から乖離して公的銀行に偏重していた資金ルートが正常化に向かい、

成長産業や有望事業への円滑な資金供給が促進されよう。これは次の事情に基づく。すな

わち、事業の不振や倒産など、不測の事態が発生した場合、規模が大きいと、一国経済全

体に深刻な影響を及ぼすなど、経済的・社会的インパクトが甚大であり、政府が救済する

以外に選択の余地がない、いわゆる“too Big to Fail”という事態が必至であり、加えて、

そうした展望を多数の人々や企業が抱く結果、仮に、制度上、政府保証が打ち切られても、

暗黙の政府保証に対する期待が根強く残存し、事実上、民間企業とのイコール・フッティ

ングが阻害される懸念が大きい。それに対して、規模が小さいと、地域経済、さらに一国

経済全体が深刻な打撃を被るリスクが小さいうえ、そうしたショックが民間の企業活動な

どによって容易に吸収され得るため、政府が敢えて救済する必要がなく、暗黙の政府保証

に対する期待が成立し難いという事情である。 
このようにみると、わが国郵政改革のなかで、少なくとも金融事業について規模の是正は

必須要件であり、地域分割などによって暗黙の政府保証に対する期待を明確に遮断するス

キームが整備されない限り、①国からの出資が解消されないうちに、②新商品の開発や新

規事業に着手したり、③新旧勘定について、運用や収益管理の一部だけにもせよ、一体運

営をするといった事態は、市場原理を歪め郵政改革の目的に根本から背馳するため、容認

されない。 
 

（ヘ）さらにドイツの現状をみると、政府保証の打ち切りが来年 7 月に迫るなか、公的銀

行では、貯蓄銀行を中心に整理・統合の動きが次第に加速している。貯蓄銀行数は 90 年代

半ばには 600 行前後で推移していたものの、公的銀行改革が本格化し始めた 99 年以降、減

少に転じて 99 年から 2002 年にかけて前年比 20 行前後のペースで減少した後、2003 年に

入って減勢に拍車が掛かって前年比 29行減り同年末には 491行と 500行を割り込んだうえ、

2004 年入り後も減勢が続き 6 月末には 486 行まで落ち込んでいる。 
ここで改めて郵政改革論議に立ち戻ってみると、わが国では、郵便・郵貯・簡保など各郵

政事業を円滑に推進し、地域サービスの低下を回避するためには、各事業を分割せずに現

状を維持して一体運営し、幅広い事業展開のメリット、いわゆる、範囲の経済を活用して

いくのが望ましいという論理が一部で根強く主張されている。 
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しかし、次のようなドイツの公的銀行改革を巡る動きを踏まえてみると、こうした論理の

特異性が浮き彫りとなろう。すなわち、ドイツ公的銀行で整理・統合の潮流が拡大するな

か、公的銀行だけに金融事業以外の収益業務の兼営を認めたり、政府が公的銀行に対して

業務面にせよ資金面にせよ何らかの形で支援を行う、などの特例措置は一切採られていな

いことである。これは、ドイツの公的銀行改革において、経済・産業の再活性化や成長力

の強化に向け、資金ルートの歪みを是正し個人金融資産をフルに活用することが最大の眼

目である点に照らせば、市場原理の貫徹が公的銀行改革の核心であって、市場原理の制約

に作用する措置は例外なく排除されなくてはならないためである。 
具体的にみると、金融機関に金融事業以外の収益事業の兼営を容認することによって、次

の 2 つのリスクが発生する。すなわち、①金融事業以外の収益事業が行き詰まった場合、

その影響は、多かれ少なかれ、当該金融機関の金融事業を通じて、預金者や融資先などの

取引先にとどまらず、取引銀行を通じて金融システムに波及し、一国経済全体に深刻な影

響を及ぼす、いわゆるシステミック・リスク、②金融事業とそれ以外の収益事業の収益性

や成長性は異なるため、収益性や成長性が高い分野からみると、低い事業分野を兼営して

いる結果、資金調達や事業展開で制約を受け、可能性を最大限追求することが出来ない一

方、収益性や成長性が低い分野からみると、高い分野での信用力を援用することで、有利

な条件で資金を調達して事業展開を行うことが可能になり、競合事業者との競争条件の同

一化、すなわち、イコール・フッティングが確保されない結果、過剰投資や過少投資、過

剰雇用や過少雇用が行われる資源配分の歪みを増幅させるリスク、の 2 つである。なお、

それらのリスク排除が、先進国か否かを問わず、世界各国で銀行や保険会社など、金融事

業者に対して金融事業以外の事業兼営に厳格な制約が設けられてきた所以である。 
こうした観点を踏まえたうえで、わが国の郵政改革に即して整理すれば、郵政事業のうち、

とりわけ郵貯事業と簡保事業では、地域分割などによる規模の見直しと政府出資の廃止な

どによって暗黙の政府保証に対する期待を払拭することに加えて、それぞれ他の事業との

分離および政府保証付き取引と民営化後の取引との分離を明確かつ完全に行うことが不可

欠である。具体的には、金融事業以外からの事業リスクの波及や利益を融通し合う内部補

助、あるいは他の事業分野で入手された情報の転用を遮断するスキームの整備は必須要件

である。 
 

（３）ユニバーサル・サービス理論 
（イ）そもそもユニバーサル・サービスとは何か。そこで、ユニバーサル・サービスをめ

ぐる論点を明確にするために、ここで改めてユニバーサル・サービスを典型的な経済理論

に即しながら整理してみた。 
まず、ユニバーサル・サービスとは、自然独占という市場の失敗に対して、参入規制を設

け独占事業者を制度上認めることで、重複投資など、非効率な資源配分を回避したうえで、

当該独占事業者に対して、全国規模で一定水準のサービス提供を義務付ける措置であり、
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不採算地域での事業撤退や割高な価格設定など、市場独占によるデメリットを回避するた

めの方策と位置付けられる。例えば、電力事業に即してみると次の通りである。 
発電所にせよ送・配電線にせよ、設備はいずれも大規模で投資コストが膨大なため、仮に

自由な市場参加を認め、複数の事業者が需要を上回る発電所や同一エリアに複数の送電網

や配電網を整備した場合、各事業者が競争している間は設備稼働率の低さが問題となる一

方、いったん事業者が採算性の悪さから電力市場から退出すると、設備が特殊で転用が困

難なため、直ちに遊休化して不稼働資産となり、いわゆる回収不能な費用、すなわち、埋

没コストが発生する。言い換えると、そうした産業分野では市場規模に比べて固定費用が

大きく、供給量の増加に従って平均費用が逓減する事業であるため、単一の事業者による

サービス供給が経済合理性からみて最適であり、何らかの外的制約がない限り、時間の経

過とともに自然に独占状態が形成されていく。こうしたタイプの独占が自然独占とされ、

市場原理に委ねると資源配分の歪みを招来するという意味で、代表的な市場の失敗のひと

つとされる。 
そうした市場の失敗を阻止し、資源配分の歪みを回避するには、参入規制を設け、特定事

業者が発電所や送・配電網を一括して所有し、独占的事業運営を許容する以外に方策はな

い。しかし、単に参入規制を設けるだけでは、離島や山間部では電力供給が行われなかっ

たり、災害時の復旧作業が遅延する、あるいはコスト対比過大な料金設定が行われるなど、

適切なサービスが提供されない懸念がある。ユニバーサル・サービスとは、そうした事態

を回避するために独占事業者に対して負荷される事業義務であり、ユニバーサル・サービ

ス義務とも呼称される。なお、こうした枠組みをベースとして、自然独占を起点に、参入

規制やユニバーサル・サービス義務の理論が生成・構築されてきた結果、そうした議論は、

電力やガス事業、あるいは鉄道や電気通信業など、総じてネットワーク型産業で展開され

てきた。 
 

（ロ）しかし、ユニバーサル・サービスは、市場の失敗を回避するための参入規制という

特例措置が円滑に機能するための方策であるという特異な位置付けに着目してみると、参

入規制や市場の失敗という前提条件が崩れると、ユニバーサル・サービス義務を事業者に

負荷する根拠が喪失されることになる。そうした観点からみると、20 世紀半ば以降、かつ

て自然独占とされてきた分野で参入規制に対する疑義が次第に拡大してきた。 
まず第１は 1964 年に提唱されたアバーチ・ジョンソン効果である。これは、参入規制が

設けられた事業分野では、提供されるサービス価格の決定方法として、一つひとつのコス

トを計算し、その合計額から算出する総括原価方式が採用されていたなか、固定資産のコ

スト計算では、一定の公正報酬率が設定され、固定資産費用が大きければ大きいほど、利

潤が増えるスキームとなっていたため、コスト抑制に向けたインセンティブは弱く、むし

ろ、不要不急の資産であっても購入されるなど、過大な設備投資が行われ、資源配分の歪

みが助長されやすいとの主張である。こうした知見が次第に浸透しコンセンサスが形成さ
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れていったことが、まず 80 年代に入って米英で断行された公益事業の規制緩和に繋がり、

さらにその後、サービス価格の決定スキームに、同業のなかでもっとも生産性の高い企業

を基準として計算するヤード・スティック方式、あるいは同業や類似業種の動向を参考に

一定の生産性上昇を織り込むプライス・キャップ方式を導入し、競争メカニズムの活用を

図る動きに展開した。 
第 2 は技術革新による市場環境の変化である。端的な事例が電力自由化である。すなわち、

電力事業では、従来、初期投資コストが大きく自然独占性が強いため、参入規制が設けら

れていたのに対して、ガス・タービン分野を中心に発電技術が飛躍的に進歩し、設備の小

規模化と投資コスト低下が推進された結果、発電事業への新規参入が容易になり、自然独

占性が後退した。こうしたなか、送電ネットワークについては参入規制が維持され、引き

続き独占市場とされているものの、それ以外では自由化が一段と進展しており、発電分野

のみならず、発電事業者が企業や個人に直接電力を販売するなど、小売分野についても、

ドイツでは 98 年 4 月から、イギリスでは 99 年 5 月から完全自由化が実施されている。さ

らに今日では、より小規模のマイクロ・ガスタービンのみならず、燃料電池や太陽光発電

も含め、1 セット当たり数百万円まで設備コストが低下し、今後一層の技術進歩と価格低下

が見込まれるなか、企業や家庭がそれぞれ独自の発電施設を所有する自家発電の普及が展

望されている。なお、発電技術の進歩によって電力変換効率が向上するなか、電力自由化

が進展している先進各国では、環境負荷の低下やエネルギーコストの削減など、環境問題

への取り組みも進められている。 
第 3 はインフラ整備や経済発展による市場環境の変化である。典型例は鉄道事業である。

すなわち、道路網や飛行場など、交通インフラが未整備で経済規模が小さい時代において、

鉄道網は貴重な物流インフラであった。需要量が少ないなかでの重複投資は直ちに埋没コ

ストとなる一方、経済成長に伴って需要の増大が見込まれるとしても、重複投資に見合う

ほどの需要増加は限界的に見込めないうえ、そもそも経済規模が小さいなか、重複投資を

行う資金的余裕量はなかったため、鉄道事業は自然独占が強い産業分野と位置付けられ、

先進諸国か否かを問わず、総じて国営事業として運営された。しかし、先進諸国ではいず

れの国でも、第二次世界大戦後の長足の経済発展によって資金的余裕が生まれ、高速道路

や港湾、飛行場が整備されて、トラックやバス、船舶や飛行機など、多様な物流ルートが

発展する一方、配達時間指定や少量多頻度配送など、より付加価値の高い物流サービスの

提供が拡大するなか、鉄道サービスは次第に他の交通サービスとの競争に晒され、いわゆ

る、モーダル間競争が本格化するに至り、鉄道事業の民営化が推進された。 
 

（ハ）こうした経緯を踏まえたうえで、ユニバーサル・サービスの前提条件である自然独

占性や参入規制の必要性という観点から、郵政事業をみるとどうか。 
まず郵便事業について、拠点間の物流業務と、郵便ポストあるいはエンド・ユーザーでの

個別集配業務とに分けてみると、物流業務の自然独占性は、モーダル間競争にみられる通



―17― 

り、現時点において希薄である一方、集配業務では、集配人の戸別配達や一つひとつのポ

ストからの収集に依存するため、各集配人が受け持つ集配量が一定規模に満たない限り、

重複サービスは割高となり、物流業務に比べて自然独占性があるといえよう。 
しかし、集配業務でも、物流インフラの拡充や経済発展、あるいはバーコードや IC タグ

などの技術革新を踏まえてみれば、そうした条件が揃う以前に比べて、競争条件が整い自

然独占性が後退している可能性が大きい。すなわち、仮に集配業務分野の固定費用が市場

競争が許容されないほど大きい、すなわち、同市場が収穫逓減であれば、中元や歳暮の配

送サービスや宅急便サービスは維持困難な筋合いとなるにもかかわらず、今日、それらの

サービスは問題なく行われている。こうした事実に照らしてみる限り、少なくとも今日、

郵便事業の自然独占性は小さく、そうした市場環境の変化が、EU 各国をはじめとして、近

年、郵便事業の完全自由化への取り組みが拡がってきたメカニズムと捉えられよう。なお、

国際郵便、すなわち、郵便物の収集段階と配送段階で異なる組織が担当しつつ、一体とし

て郵便サービスが行われるスキームがすでに問題なく機能している現状を踏まえると、国

内郵便事業について、JR や NTT のような地域分割を行うことも一案であろう。 
それに対して、郵貯・簡保の金融事業についてみると、そもそも自然独占性は希薄である。

このため、郵貯・簡保事業について参入規制を設けたり、ユニバーサル・サービス義務を

課する必然性は小さい。 
 

（ニ）もっとも、こうした見方については、わが国の場合、市町村合併の進展によって地

域サービスの低下が懸念されるなか、地域における郵便局のサービスは重要であり必要で

あるとの主張がある。しかし、次の 3 つの点を考慮すると、地域サービスを維持し確保す

るために、郵政事業に対してユニバーサル・サービス義務を課すべきであるという主張に

は問題が多い。 
すなわち、①郵政改革の目的が、まず、構造改革を通じてわが国経済・産業の成長力や競

争力を強化していくことにあり、1,400 兆円に上る個人金融資産の有効活用にあるとすれば、

郵便・郵貯・簡保の各郵政事業がそれぞれ競争力を具備・強化する必要があり、そのため

には市場原理に基づいた効率的経営が大前提である。②一方、地域サービスの維持・確保、

あるいは地域経済の底上げは、本来、地域再生政策や都市再生政策の領分であり、市場経

済原理を通じて資源配分の歪みを是正し、競争力強化を図るべき民間事業主体が担うべき

負担ではない。③今日、ユニバーサル・サービスを義務として位置付ける見方が少なくな

いものの、ドイツ・ポストの近年の自発的な郵便局増強の動きや今日の内外物流企業のネ

ットワーク強化に向けた積極的な取り組み、さらに過去においても、米 AT&T 社が 1908
年に世界で初めてユニバーサル・サービスの語彙を使用した折、同社はそれを、他者を凌

駕する自社のサービス水準の高さを消費者など、エンド・ユーザーにアピールする宣伝文

句として用いたという経緯を踏まえてみると、ユニバーサル・サービスは企業競争力の源

泉であると同時に、市場競争の成果と位置付けることが出来る、の 3 点である。 
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（ホ）公益サービス提供主体としての問題に関連して、内容証明郵便の配達など、公的色

彩が濃厚な業務の遂行は公務員に限定されるべきとの主張がある。しかし、こうした見方

も、PFI（Private Finance Initiative）や PPPs（Public – Private Partnerships）、あるい

は市場化テストなどの取り組みに端的に表れている通り、公的サービスの提供責任は、国

あるいは地方公共団体など、政府にあるとしても、提供主体は、必ずしも政府に限定され

る必要はなく、企業や個人、あるいは NPO など、非政府主体にも拡大されるべきである、

というイギリスを震源地に内外で近年盛り上がっている官民の役割を見直す動きに即して

みれば、その論拠を失おう。 
さらに、仮にユニバーサル・サービスを確保する必要があるとしても、市場競争原理を排

除するのではなく、市場競争原理を生かす方策が存在する。すなわち、ユニバーサル・サ

ービス・ファンドである。これは、都市圏など、収益性の高いエリアで営業する事業者か

ら拠出された資金をプールし、そのファンドから、地方圏など、収益性が低いエリアのユ

ニバーサル・サービス事業者に資金を供与し、一定のサービス維持を図る制度であり、一

定のフォーミュラに従って運用されるため、政府の関与を最大限排除し、市場原理を歪め

ない制度である。86 年に米電話事業で導入された制度で、①資金の拠出・供与額は、最適

の資源配分によって達成されるコストを基準に算出・決定され、経営の巧拙に伴うコスト

や採算の変動が捨象されるうえ、②基準からの乖離が一定の範囲に収まる限り、コストは

まったく補填されず、③大幅に基準から乖離してコストが補填される場合でも、補填額は

基準からの乖離全体ではなく、その一部に限定されるなど、効率的経営を促すスキームと

なっている。 
翻ってわが国をみると、本制度はすでに電話事業について導入済みである。そこで郵便事

業についてみると、ドイツでは、郵便事業が完全自由化される 2008 年以降、ユニバーサル・

サービスに問題が発生した場合、ユニバーサル・サービス・ファンド制度の活用が想定さ

れている。すなわち、市場競争によるサービス提供を原則としたうえで、万が一に備えた

枠組みとして本制度が用意されており、市場原理との組み合わせという意味で、ハイブリ

ッド型ユニバーサル・サービス・ファンド制度とも呼称されている。 
 

３．今後の課題 
（イ）以上を踏まえ、今後、郵政改革議論を進めていくポイントを整理すると、次の 3 点

を指摘することが出来る。 
第１は郵政改革の目的を改めて整理したうえで、国民に対して、民営化によって初めて構

造改革が推進され、わが国経済・産業の成長力や競争力の強化が実現されるという郵政改

革の必要性と意義を明確に示すことである。国民は、郵政改革が小泉政権が掲げる重要な

政策課題のひとつに位置付けられている点は了知しているものの、①なぜ現在の公社形態

でなく、民営化でなくてはならないのか、②郵便・郵貯・簡保などの郵政事業をなぜ分離
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しなくてはならないのか、③ユニバーサル・サービスをはじめ、利便性の高い現在の郵便

公社の事業スタイルを見直すことがなぜ必要なのかなど、郵政改革の必要性についてみる

と、現時点においても依然として国民各層にわたり必ずしも十分な理解が得られていると

は言い難い。国民的コンセンサスが未だ形成されるに至っていない結果、郵政改革に対し

て疑義や反論が依然として根強く残り、深刻な議論の対立を招来し、改革論議を迷走させ

る根因となっている。こうした事態を放置すれば、仮に理想的な結論がとりまとめられ、

それに沿った形で法律が成立しても、国民各層の協力を得られず、改革が頓挫したり、中

途半端なものに終わる懸念が大きい。 
第２は郵政改革の具体像を明示することである。すなわち、わが国経済・産業の成長力や

競争力の強化という郵政改革の目的を、市場原理をフルに活用し、1,400 兆円に上る個人金

融資産を最大限活用することによって実現していくには、郵政改革において最終的にどの

ようなスキームが必要かという観点から、目指すべき姿を具体的に明示することである。

そうした観点から改めて要点を整理すると、とりわけ次の 5 点は不可欠のポイントである。

すなわち、①郵便・郵貯・簡保など、郵政事業分野の完全分離によって、事業リスクを遮

断し、利益の相互利用などの内部補助や他事業で収集・獲得された情報の流用を阻止する。

②政府保証が付された債務と、民営化後の債務とを完全に分離し、債務の帰属や運用、さ

らに利潤の帰属をはじめ、あらゆる面で例外なく別法人管理とし、運用をめぐる情報交換

や共有を遮断する。③民間企業を上回る事業規模や政府出資など、暗黙の政府保証期待に

繋がるリスクは例外なく排除する。④租税や預金保険料、生命保険契約者保護機構負担金

など、民間事業者と同一の公的負担を担う一方、銀行法や保険業法、貨物自動車運送事業

法など、民間事業者と同一の法規制に服すなど、民間と競争条件の完全なイコール・フッ

ティングを実現する。⑤市場の占有度や暗黙の政府保証期待の存否などに照らして、独占

禁止法の厳格な運用を図る。とりわけ、市場シェアが大きい事業主体に対して、実質的な

競争市場を実現していくには、83 年から 90 年代半ばまで米長距離電話市場で行われた規制、

すなわち、AT&T 社を規制し、新規市場参入者の MCI 社やスプリント社には規制を免除し

た片務的規制をわが国に導入し、積極的活用を図ることも有効な方策であろう。 
第 3 は、現在の日本郵政公社と改革後の最終形とを結ぶタイムテーブルを明確に示すこと

である。このタイムテーブルの策定作業に当たって、上述した郵政改革の目標や具体像と

いった理念と、次のような現実論との融合を図っていく必要がある。すなわち、①どのよ

うに収益体力を強化し、利潤を上げていくか、②巨大な組織の構造的改革に適合したシス

テム改革をどのように進めるか、③国や地方自治体、あるいは独立行政法人や特殊法人に

対して、郵政公社が現在果たしている機能をどのように見直すか、などの諸論点である。

そうした視点からみると、地域分割など規模の縮小や政府出資の廃止をはじめとするあら

ゆる条件が整い民間事業者との完全なイコール・フッティングが達成されるまで、業務の

拡大は一切認められず、現行の業務についても厳格な制約を課すべきという見方もあり得

るものの、それでは、事業性からみて非現実的なプランになる懸念が大きい。しかし、事
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業性が重視されるあまり、理念が等閑視された場合、わが国の資源配分の歪みは一段と助

長され、わが国経済・産業の成長力や競争力の中長期的低下が不可避となろう。このよう

にみると、郵便・郵貯・簡保などの郵政事業が完全分離され、ドイツ貯蓄銀行並みまで事

業規模が縮小されるのであれば、暗黙の政府保証期待がほぼ払拭される結果、同国の公的

銀行改革で行われたように、政府出資が残っていても、新商品の開発や事業の拡大が許容

される可能性がある一方、郵政事業の完全分離や事業規模の縮小が不完全なものにとどま

るのであれば、暗黙の政府保証期待を遮断するために政府出資の廃止や、政府保証付き債

務と民営化後の債務の新旧勘定の完全分離が焦眉の急となる一方、新商品の開発や事業拡

大は一切認められないこととなろう。 
 

（ロ）郵政改革はわが国経済が 21 世紀の厳しい国際競争を生き抜くために不可欠の構造改

革である。加えて、わが国国内で少子高齢化問題が次第に深刻化する一方、海外では先進

国か否かを問わず、企業に対する租税負担の軽減や一段の行財政改革による民間活力の発

揚を図り、各国が国内市場の整備・強化を強力に推進するなど、内外の諸情勢が構造的変

化を遂げるなか、わが国にとって郵政改革を通じた国内市場の整備・強化や資源配分の歪

みの是正は喫緊の課題である。そうした情勢下、今回の郵政改革が不十分なものに終わっ

た場合、国内市場の整備が 2017 年度以降に先送りされるだけでなく、スピード競争が国際

規模で加速するなか、わが国経済・産業が国際間競争に劣後する懸念が大きい。このよう

にみると、今回の郵政改革はわが国経済にとって 21 世紀の飛躍に向けた大いなるチャンス

であると同時に、この機会を逸すれば、再び深刻な長期停滞に至るリスクともいえよう。

小泉内閣の強力なリーダーシップの発揮が切望される。 
 

以 上 


